
建設業経理検定試験のご案内
〈建設業法施行規則第18条の3に基づく登録経理試験〉

「建設業経理事務士 特別研修」のご案内
本財団では、３、４級建設業経理事務士について講習
と検定試験を組み合わせた特別研修も実施しています。
詳しくは本財団ホームページをご覧ください。

一般財団法人 建設業振興基金
実施機関・お問合せ先

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門４－２－１２
HP https://www.keiri-kentei.jp/

TEL ０３-５４７３-４５８１
（9:00-12:00/13:00-17:30）※土日祝日を除く

下期
第40回 建設業経理士検定試験（１級・２級）
第45回 建設業経理事務士検定試験（３級・４級）

受験申込
受付期間 令和8年11月10日（火）～12月10日（木）

試験日 令和9年3月14日（日）

合格発表日 令和9年5月14日（金）

上期 第39回 建設業経理士検定試験（１級・２級）
受験申込
受付期間 令和8年5月12日（火）～6月11日（木）

試験日 令和8年9月13日（日）

合格発表日 令和8年11月13日（金）

 建設業振興基金では、建設業会計知識の普及および処理能力の向上を目的として、建設業会計に関する検定試験を実施して
います。このうち１級・２級は登録経理試験（建設業法施行規則第18条の3）として、３級・４級は本財団独自の検定試験として実施

しており、各々の名称は「建設業経理士検定試験（１級・２級）」、「建設業経理事務士検定試験（３級・４級）」となっています。 

 なお、公共工事に入札参加しようとする企業が受審しなければならない経営事項審査（建設業法 第27条の23）では、「公認会計

士等の数」において１級および２級建設業経理士を評価しており、「監査の受審状況」において１級建設業経理士を評価しているた

め、建設業界では大変意義深い資格試験として取り扱われています。

試験日程 検定試験は、年に２回の実施を予定しています。
※３級・４級は、下期のみ（年１回）実施を予定

令和8年度

申込方法などの
詳細は、HPで！



１級は原価計算、財務諸表、財務分析の３科目から成る科目合格制をとっており、有効期限内
（合格通知書の交付日から５年間有効）に、３科目全てに合格すると、１級有資格者となります。

試験の時間割・開始時刻等は上期試験と下期試験で
異なりますのでご注意ください。

時間割 １時間目 ２時間目 ３時間目

試験級
（試験時間）

１級

財務諸表
（9:30～11:00）

１級

財務分析
（12:00～13:30）

１級

原価計算
（14:30～16:00）

－ ２ 級
（12:00～14:00）

－

時間割 １時間目 ２時間目 ３時間目

試験級
（試験時間）

１級

財務諸表
（9:30～11:00）

１級

財務分析
（12:00～13:30）

１級

原価計算
（14:40～16:10）

４ 級
（9:30～11:00）

３ 級
（12:00～14:00）

２ 級
（14:40～16:40）

【上期】

【下期】

〔注意事項〕
※上記受験料等には、申込手数料３２０円（消費税込み）
が含まれております。
※ 受験料等は改定する場合がありますので、お申し込み
の際に本財団ホームページでご確認ください。
※申込完了後の返金や次回試験への振替は受け付けて
おりません。

試験の内容及び程度

試験日の時間割・試験時間

受験資格
どなたでも、ご希望の級・科目
から受験することができます。

※１級(科目）と他の級の同日
受験はできません。

同日受験
以下の組み合わせのみ、複数の級・科目
の同日受験が可能です。

・１級複数科目
（科目の組み合わせ自由）

試験地
全国主要都市で実施します。
ただし、下期試験の４級は、
一部地域での実施となります。

受験料等（消費税込み）
試験級 受験料等

（消費税込み）

１級 １科目 円

１級 ２科目 円

１級 ３科目 円

２級 円

２級・３級 円

３級 円

３級・４級 円

４級 円

試験概要

級別 内容 程度

１級
建設業原価計算、
財務諸表及び財務分析

上級の建設業簿記、建設業原価計算及び会計学を修得し、
会社法その他会計に関する法規を理解しており、建設業の財
務諸表の作成及びそれに基づく経営分析が行えること。

２級
建設業の簿記・原価計算
及び会社会計

実践的な建設業簿記、基礎的な建設業原価計算を修得し、
決算等に関する実務を行えること。

３級 建設業の簿記・原価計算
基礎的な建設業簿記の原理及び記帳並びに初歩的な建設
業原価計算を理解しており、決算等に関する初歩的な実務を
行えること。

４級 簿記のしくみ 初歩的な建設業簿記を理解していること。

８，１２０

１１，４２０

１４，７２０

７，１２０ 

１２，６２０ 

５，８２０

１０，２２０

４，７２０

・２級と３級
・３級と４級


